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在宅医療連携体制構築
支援事業費補助金の概要
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出典：厚生労働省 令和５年度第１回医療政策研修会資料13「在宅医療の体制整備について」を一部加工
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出典：厚生労働省 令和５年度第１回医療政策研修会資料13「在宅医療の体制整備について」を一部加工



在宅医療において積極的役割を担う医療機関の目標

1.在宅医療の提供及び他機関の支援を行うこと。

2.多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を提

供するための支援を行うこと。

3.災害時及び災害に備えた体制構築への対応を行う

こと。

4.患者だけでなく、患者の家族等、支援者の負担軽

減にも取り組むこと。

厚生労働省「在宅医療の体制構築に係る指針」を元に一部改変
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在宅医療において積極的役割を担う
医療機関に求められる事項

1. 医療機関（特に一人の医師が開業している診療所）が必ずしも対応しきれない夜間や医
師不在時、患者の病状の急変時等における診療の支援を行うこと

2. 入院機能を有する医療機関においては、患者の病状が急変した際の受入れを行うこと

3. 災害時等にも適切な医療を提供するための計画（人工呼吸器等の医療機器を使用してい
る患者の搬送等に係る計画を含む。）を策定し、他の医療機関等の計画策定等の支援を
行うこと

4. 在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障害福祉サービスが十分確
保できるよう、関係機関に働きかけること

5. 地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療及び介護、障害福祉サービス
や家族等の負担軽減につながるサービスを適切に紹介すること

6. 臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受ける機会等
の確保に努めること
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厚生労働省「在宅医療の体制構築に係る指針」を元に一部改変
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在宅医療において積極的役割を担う医療機関の選定方針

○国の方針

•在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院等の地域において
在宅医療を担っている医療機関の中から位置付けることが想定
される。【第８次医療計画策定に関する国の指針】

○山梨県の方針（R5：第８次医療計画策定時）

•在宅療養支援病院・診療所・在宅療養後方支援病院から選定

•各医療圏ごとに、県医師会等において選定を依頼
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 在宅医療連携体制構築支援事業費補助金

連携医療機関②

在宅療養患者

積極的医療機関連携医療機関①

連携医療機関④

連携医療機関③

１ 事業概要

在宅医療を全県で24時間365日提供するため、地域ごとの複数医療機関による連携体制構築に向けた取組に対して県が助成する。

２ 事業内容

補 助 先 ： 在宅医療において積極的な役割を担う医療機関（「積極的医療機関」）
補 助 率  ： 10/10（人件費等一部費用を除く）
予 算 額  ： １積極的医療機関当たり800万円上限（1年間）×積極的医療機関9か所＝72,000万円
事業期間  ： 令和8年度まで

令和６年９月補正：５カ所の「積極的医療機関」始動

令和７年度中：先行５カ所に続いて他の「積極的医療機関」も始動

令和８年度（夏）：「積極的医療機関」を起点とした在宅医療連携体制の構築
に向けた取組、効果等の検証

令和８年度：次期地域医療構想、第８次医療計画へ反映

３ 事業の展開
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令和７年度
積極的医療機関
９カ所で取組開始

• 全県で最大９カ所の「積極的医療機関」の設定を
見込む。

• 甲府市、甲斐市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、
富士吉田市は 特に７５歳以上の人口が多く、
これらの市を含む医療圏には１医療圏あたり２カ
所の「積極的医療機関」を設定する。

8

医療圏
積極的医療
機関設定数

75歳以上が多い市

中北医療圏 ２
甲斐市、南アルプス市、北杜
市

甲府市
（中核市）

２
甲府市

峡東医療圏 ２ 笛吹市

峡南医療圏 １ なし

富士東部医療圏 ２
富士吉田市



積極的医療機関への補助（～令和８年度）
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項目 補助率 補助金額（例） 補助対象費用（見積りの例）

各地域における
在宅医療提供
体制検討会議に
要する費用

10/10
（需用費、
備品購入
費は1/2）

868,100円

報償費（委員に対する報償費）
旅費（委員の旅費）
食糧費
役務費（郵送料）
使用料・貸借料（会場費）
小計（会議1回あたり）

需用費（消耗品）
備品購入費
合計（全4回分）

9,800円× 15人 = 147,000円
1,320円×   15人 = 19,800円
330円 × 15人 × 1/2 =  2,475円

  5,000円(一式) 
   16,500円(一式)

小計（会議1回あたり）  190,775円

10,000円×1/2=           5,000円
200,000円×1/2=  100,000円
小計×4回＋105,000円＝  868,100円

人件費
従事時間の
割合による

3,261,124円 １名（看護職員：3級5号給）:勤務時間の6割を当事業に従事する場合の例
報酬（給与、賃金）、職員手当、法定福利費等 5,017,113円×60%=3,261,124円

連携体制確保に
要する費用
（オンコール
体制等）

年間の対応
日数・実績
により補助
額が変動

0円～400万円

○複数医療機関によるオンコール体制を取った年間日数や実績に応じ、補助額
を段階的に設定。

・毎日（24時間365日:100%）対応：オンコール手当等の補助額400万⇒総額800万円
・週5日（年260日:71.2%）以上：オンコール手当等の補助280万⇒総額680万円
・週2日（年104日:28.5%）以上：オンコール手当等の補助額120万⇒総額520万円
・年104日未満：オンコール手当等の補助額0円⇒総額400万円

（ただし2年目以降は週2日以上対応しなければ補助金は出さない）

計 400万円～800万円 R6年度10月～3月は半年分として、最大で年額800万の半額の400万円を補助

※補助金額の上限を800万円とし、費用の内訳は変動可能

※

※

≒400万



 積極的医療機関への補助金の考え方
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想定されるパターン 時間数計算式 時間数
オンコール

分

標準ケース ・24時間×365日
240日×14h=3,360h
125日×24h=3,000h

6,360 400万円

その他の
ケース

・平日夜間＋土日の夜間のみ
（土日日中対応なし）

240日×14h=3,360h
125日×14h=1,750h

5,110 280万円

・平日夜間＋土日の日中のみ
（土日夜間対応なし）

240日×14h=3,360h
125日×10h=1,250h

4,610 280万円

・24時間対応だが、対象者の限定あ
り（○○市のみ、施設のみ等）
×365日

240日×14h=3,360h
125日×24h=3,000h

6,360 280万円

 積極的医療機関への補助金の考え方（365日）

• オンコール分の満額を補助するには、24時間365日対応を標準ケースと想定する。

• 「365日」対応であっても、「24時間」でなければ補助金は満額にならない。

• 時間や対象者が制限される場合は1段階低い補助金額とする。 11

• 時間数の計算のため、年間（52週）のうち
平日を240日、土日祝を125日とする。

• 夜間：18時～翌8時（14時間）

• 休日：日中8時～18時（10時間）、夜間18
時～翌8時（14時間）



想定されるパターン 時間数計算式 時間数 オンコール分

標準ケース
・週5日、平日夜のみ（週5日）
※年間260日以上

52週×5日×14h=3,640h 3,640 280万円

その他の
ケース

・平日3日間の夜＋土日2日間
（日 中＋夜間）

52週×3日×14h=2,184h
52週×2日×24h=2,496h

4,680 280万円

・平日3日間の夜＋土日2日間の夜
のみ

52週×3日×14h=2,184h
52週×2日×14h=1,456h

3,640 280万円

・平日3日間の夜＋土日2日間の昼
のみ

52週×3日×14h=2,184h
52週×2日×10h=1,040h

3,224 120万円

・週5日対応だが、対象者の限定あ
り（○○市のみ、施設のみ等）
×365日

52週×5日×14h=3,640h 3,640 120万円

 積極的医療機関への補助金の考え方（週5日）

• 週5日（平日夜のみ）を標準ケースと想定。

• ただし標準ケースよりも時間数が減る場合（平日3日間夜＋土日2日間昼）や、対象者が制
限される場合は1段階低い補助金額とする。 12

• 時間数の計算のため、年間（52週）のうち
平日を240日、土日祝を125日とする。

• 夜間：18時～翌8時（14時間）

• 休日：日中8時～18時（10時間）、夜間18
時～翌8時（14時間）



想定されるパターン 時間数計算式 時間数
オンコール

分

標準ケース
・週2日、土日(日中＋夜間)
のみ対応
※年間104日以上

52週×2日×24h=2,496h 2,496 120万円

その他の
ケース

・土日祝の夜間のみ対応 125日×14h=1,750h 1,750 0円

・週2日、夜のみ対応 52週×2日×14h=1,456h 1,456 0円

・土日の日中のみ対応 52週×2日×10h=1,040h 1,040 0円

・週2日対応だが、対象者の限
定あり（○○市のみ、施設の
み等）×365日

52週×2日×24h=2,496h 2,496 0円

 積極的医療機関への補助金の考え方（週2日）

• 週2日、土日（日中＋夜間）を標準ケースと想定し、それ以下の時間数・対象者の限定が
ある場合はオンコール対応分の補助金を0円とする。
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• 時間数の計算のため、年間（52週）のうち
平日を240日、土日祝を125日とする。

• 夜間：18時～翌8時（14時間）

• 休日：日中8時～18時（10時間）、夜間18
時～翌8時（14時間）



今後のスケジュール（R6年）

４月

9積極的医療機関での取組開始
R6年度分実績報告書等の医務課への提出

（4月10日まで）

３月

減額、増額に伴う変更交付申請書の医務課への提出（該当ある場合）

10月以降

先行する「積極的医療機関」での取組開始

（交付申請書等の医務課への提出）

R7年度からの「積極的医療機関」の設定に

向けた協議

10月11日

9月補正予算可決
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補助金に関わるスケジュール（R7年～）

４月

「積極的医療機関」⇒県（医務課）へ実績報告書等の医務課への提出（毎年4月10日まで）

年度途中

事業内容の変更や、支出金額の減額・増額に伴う「変更交付申請書」の提出（該当ある場合のみ）

交付申請書審査後

県（医務課）⇒「積極的医療機関」へ

「交付決定通知」の送付（交付決定後、事業の実施・支出が可能）

４月

「積極的医療機関」⇒県（医務課）へ「交付申請書」等の提出
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注意事項【重要】

＜事業内容について＞
○ 補助金の交付決定後に金額・事業内容等を変更する場合は、内容により変更申請の手続
きが必要です。交付決定後に金額・事業内容の変更を希望される場合は、事前に医務課へ
ご相談ください（変更の手続きを行わない場合、補助金の交付ができない恐れがありま
す）。

＜支出証拠書類＞
○ 納品書・領収書など、支出の証拠書類は必ず揃えてください。旅費、謝金等を支払う
場合も受領署名をいただくなど、必ずいつ・誰に・何円を支払ったか分かるようにしてく
ださい。書類で支出の確認ができないものは、補助対象となりません。
○ 支出・納品は３月末までに完了させてください。
○ 経理書類は、別冊で事業終了後５年間管理をしてください。国の資金のため会計検査の
対象となり、検査が入ることもあるので、必ず書類は整理・管理してください。
○ 県に提出する申請書、実績報告書については控え（コピー）を手元に残してください。
県から内容について問合せを行う場合があります。

＜食糧費について＞
○ 食糧費は、会議のお茶や軽食（500円程度）にしてください。アルコールや懇親会経費
は対象外です。
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質問 回答

1 誰が補助金を申請できるのか？
「積極的医療機関」として複数の医療機関と連携し、休日・夜間の診療体制を構
築するために取り組んでいただける在宅療養支援医療機関（在宅療養後方支援
病院）です。

2 申請をすれば必ず助成を受けられるか？ 「積極的医療機関」数に限りがあるため、申請しても助成を受けられないケース
があります。事前に山梨県医師会と調整を行ってください。

3 どのような経費が対象となるか？ 「補助金交付要綱」別表「３ 対象経費」に記載されている経費です。
疑問があれば医務課へご相談ください。

4 いつから補助事業は実施できますか？ 医務課からの「交付決定」を受けた後から実施できます。
補助金交付決定より前の経費については補助金の対象となりません。

5 補助金の交付時期は？
事業終了後、すみやかに実績報告書を提出いただき、実績報告書で執行状況を
確認できたところで補助金を交付します（～５月下旬）。
例外的に、概算払（およその金額で前払いし、後日精算すること）も可能です。

6
補助金額以上に費用がかかる事業内容にして
はいけないのか？

補助金額以上に費用がかかる事業でも問題ありません。ただし、補助金額を超
える部分については補助できませんので、自己負担が生じます。

7
「求められる事項」をすべて実施しなければ
ならないのか？

地域によって取り組む必要性は異なるため、実情に応じて実施を検討していた
だきます。県では、24時間体制で在宅医療が提供されることが最も重要と考え、
「オンコール対応体制の整備」を中心に取り組んでいただくことをお願いします。

8
「求められる事項」について役割分担をする
ことは可能か？

診療支援はA病院を中心に、災害時BCP策定はB病院を中心に取り組むといっ
た役割分担は可能ですが、 「積極的医療機関」はA病院1カ所と定めます。

補助金についてのＱ＆Ａ
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質問 回答

9
いきなり24時間365日・全県で対応するのは困
難ではないか？

必ずしも最初から24時間365日対応でなくても構いません。ただ、将来的には
カバーできる範囲・日数を広げていただきたく、連携する医療機関数を増やして
いただくことを想定しています。

10

「求められる事項」の「災害時等にも適切な
医療を提供する計画(BCP)を策定し、他の医療
機関の計画策定等の支援」とはどの程度行う
のか？

積極的医療機関と連携する医療機関の中でBCPを策定していない医療機関が
あれば、既に作成されたBCPを参考に、積極的医療機関から未策定医療機関に
対し策定のための助言を行うことを想定しています。連携型BCPや地域BCPま
で策定できれば理想的ですが、必須ではないと考えます。

11
９ページの見積の例よりも検討会議費用を減
らして人件費を増額してもよいか？

見積の例はあくまで例として示しており、「項目」、「補助率」や補助金の主旨を逸
脱しない範囲で補助金額の内訳は自由に使っていただけます。

12 食糧費はどのようなものが対象か？ 検討会議で使用するお茶・軽食（500円程度）等が対象です。アルコールや懇親
会経費は対象外です。

13 講師を呼んでの研修会の開催は補助対象か？ 対象外です。この事業では人材育成・普及啓発のための研修会は目的にしてい
ません。

14
会議をオンラインで実施する際、会議システ
ムの使用料は補助対象か？

会議を実施した際の利用料は対象ですが、会議を実施していない月の利用料等
は補助対象外です。

15
備品購入費で買った通信機器の通信料（ラン
ニングコスト）は補助対象か？ 機器の購入費のみ1/2補助しますが、ランニングコストは補助対象外です。

補助金についてのＱ＆Ａ
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質問 回答

16

今まで地域において病院が実施してきた医療
機関等による集まりを、この補助金を用いて
会議と位置づけ、報償費等を当ててもよいの
か？

連携体制構築に資する内容の検討会議が実施されるのであれば、既存の集まり
を活かしていただいて構いません。

17
人件費の補助対象は看護師でなくてもよいか。
また、2名雇ってもよいか？

人件費は看護師以外の職種の方を複数名対象とすることも可能ですが、外来診
療等、在宅医療の連携体制構築以外の業務に従事する時間は対象外です。

18
従事割合算出根拠資料の時間数はどのように
確認するのか？

在宅医療連携体制構築支援事業に費やす時間を契約書等であらかじめ明らか
にしておくことが望ましいですが、明らかにすることが難しければ時間数や業務
内容を記録しておくことが必要です。

19
交付決定後に事業内容等を変更したい場合
は？

内容によって変更申請の手続きが必要です。事業内容等を変更する場合は、事
前に医務課へご相談ください。

20
交付決定後に事業費が増えた・減った場合
は？

金額によって変更申請の手続きが必要です。金額が増えそう・減りそうな見込み
となった時点で、医務課へご相談ください。

21
800万円で交付決定を受けたが実際にかかった
費用が400万円だった場合は？

交付決定額の範囲内で実際に要した費用が対象額となりますので、左記の場合
は400万円が補助額となります。

補助金についてのＱ＆Ａ
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